
ポリ塩化アルミニウム購入仕様書 

 
１．ポリ塩化アルミニウムの規格及び品質は下記のとおりとする。 

㈳日本水道協会の認証品に限る。（JWWA K 154：2016） 
塩 基 度     45～75% 
比   重     1.200～1.205 
硫酸イオン(SO42－) 2.7～3.0 
水道施設の技術的基準を定める省令第１条第１６号別表第１に規定する評価項目の

評価基準値に適合する品質を有すること。 
また、証明となる分析結果書を契約締結後速やかに提出すること。なお、最大注入

率は 300mg/ℓとする。 
 
２．納入場所は以下のとおりとする。 

魚住浄水場  明石市魚住町西岡２１５４－１ 指定タンク内 
 
３．納入方法は以下のとおりとする。 

① 各浄水場への納入は製造工場からの直送品とする。また、製造工場は JIS 及び

ISO9001 認定工場とする。 
② 運搬用タンクは、水道用ポリ塩化アルミニウム専用タンクを使用すること。 

但し、専用タンクを使用することができないときは、従前の薬品名とタンク洗浄方

法について届出のうえ、承認を得なければならない。 
また、貯蔵タンクの受入口連結金具、その他搬入に必要なものは受注者の費用にて

用意すること。 
③ 受注者は、浄水場職員の指示（納入日の２日前までに連絡する）により定められた

量（１回当りの納入量は各浄水場とも概ね 10,000 ㎏）を定められた日（平日 9:30
～16:00）に納入すること。 
なお、年間納入予定数量は１６５トンとするが、水源水質の変動により増減するこ

とがある。 
④ 納入にあたって、公認計量証明書、メーカーのロット番号入りの納品書及び該当ロ

ットの成分分析表を提出のうえ、浄水場職員の検収を受けること。 
⑤ 受注者は、契約締結後速やかに以下の内容を記載した納入計画等通知書（様式１参

照）を水道局管理・水質係に２部提出すること。 
なお、内容に変更が生じたときは速やかに納入計画等変更通知書（様式１参照）を

水道局管理・水質係に２部提出すること。 
ⅰ）納入責任者 
ⅱ）薬品の製造業者（JIS 認定工場、ISO9001 認定工場で当該薬品を製造するもの

とし、その証明となるものを添付すること） 
ⅲ）運送業者・使用車両 
ⅳ）公認計量者（はかりの検定または定期検査の合格証明書も添付すること） 
ⅴ）契約期間内の休日予定表 
ⅵ）連絡体制表 
ⅶ）安全データシート 
ⅷ）第１項に記載の分析結果書 
 



４．指定場所までの搬入、整理関係は全て受注者が行うこと。 
 

５．納入品について必要があると認める場合、随時成分検査を行う。 
この検査の結果、上記１のポリ塩化アルミニウムに関する規格品質を確保できないと

き、受注者は直ちに貯留槽内等全量を適合品と交換しなければならない。 
 
６．浄水場の職員は受納にあたり以下の作業を行う。 

① 受納タンクの指示 
② 受納に伴う作業の立会（開始・終了時のみ） 
③ 受入量の確認 

 
７．購入費の支払いは月ごとに行うものとする。発注者は請求を受けた日から３０日以内

に受注者に支払うものとする。 
 
８．受注者は本仕様書の履行に当たり、受注者の責任に帰すべき事由により発注者又は第

３者に損害を与えたときは、当該損害を賠償しなければならない。 
 
９．本仕様書に疑義が生じた場合は全て発注者の解釈に従うものとする。 



（様式1）

令和　　年　　月　　日
明石市公営企業管理者　様

住所

請負者

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　      印

とおり実施いたしますので、通知いたします。

薬   品   名

契約年月日 令和　　年　　月　　日

契 約 単 価 円（左の額は消費税及び地方消費税を除いた金額）

契 約 期 間 令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

１　納入責任者

納入責任者

納入者名

所在地

連絡先(TEL)

２　薬品製造業者

製造業者名

所在地

連絡先(TEL)

その他添付書類 なし　・　あり(書類名　　　　　　　　　　　　　　　　)

３　運送業者

製造業者名

所在地

連絡先(TEL)

使用車両

その他添付書類 なし　・　あり(書類名　　　　　　　　　　　　　　　　)

４　公認計量者

公認計量者名

所在地

連絡先(TEL)

その他添付書類 なし　・　あり(書類名　　　　　　　　　　　　　　　　)

５　契約期間内の休日予定表

　別紙による

６　緊急連絡体制表

　別紙による（請負者・薬品製造業者・運送業者等）

７　安全データシート

　別紙による

８　分析結果書

　別紙による

納入計画等（変更）通知書

　令和　　年　　月　　　日付で単価契約を締結した薬品の納入について以下の

記


	01
	01 02 03 06.pdf

